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(57)【要約】
【課題】　水槽付き家具が建築壁に固定されたままの状
態であっても、建築壁を損傷させることなく、容易に水
栓装置を取り付ける。
【解決手段】　背面が建築壁と隙間を空けて対向するよ
う立設される立壁１１と、立壁１１の前面側に設けられ
る水槽１２とを有し、建築壁に取り付けられるカウンタ
ー１０と、立壁１１に取り付けられる水栓装置４０と、
を備える水槽付き家具であって、水栓装置４０は、給水
配管４２ｃと、給湯配管４２ｈ（配管）と、配管が接続
され湯と水を混合する湯水混合栓４１と、を有し、配管
は、少なくとも一方が耐圧ホースであり、湯水混合栓４
１が立壁１１の前面側に配設される一方、配管は立壁１
１に形成された貫通孔１４に前面側から挿入されて立壁
１１の背面側に配設され、配管を貫通孔１４に挿入する
際に、配管のそれぞれの端部が建築壁に干渉することを
抑制して、端部を下方に案内する配管挿入促進手段５０
を備えた。
【選択図】　図２



(2) JP 2014-190012 A 2014.10.6

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背面が建築壁と隙間を空けて対向するよう立設される立壁と、前記立壁の前面側に設け
られ水を受ける水槽とを有し、前記建築壁に対し直接又は間接的に取り付けられるカウン
ターと、
　前記立壁に取り付けられる水栓装置と、を備える水槽付き家具であって、
　前記水栓装置は、水を供給する給水配管と、湯を供給する給湯配管と、前記給水配管及
び給湯配管が接続され供給される湯と水を混合する湯水混合栓と、を有し、
　前記給水配管及び給湯配管は、その少なくとも一方が耐圧ホースであり、
　前記湯水混合栓が前記立壁の前面側に配設される一方、前記給水配管及び給湯配管は前
記立壁に形成された貫通孔に前面側から挿入されて前記立壁の背面側に配設され、
　前記給水配管及び給湯配管を前記貫通孔に挿入する際に、前記給水配管及び給湯配管の
それぞれの端部が前記建築壁に干渉することを抑制しつつ、前記端部を下方に案内する配
管挿入促進手段を備えたことを特徴とする水槽付き家具。
【請求項２】
　左右一対の側板と、前記一対の側板の下部の間に設けられる底板と、前記一対の側板の
前記建築壁側の側部の間に設けられる後横桟と、前記後横桟の上方又は下方に設けられる
背板とを有し、前記立壁の下方に設けられるキャビネットを備え、
　前記配管挿入促進手段の下端は、前記後横桟及び背板のうち上方に設けられる一方の上
端よりも下方に位置していることを特徴とする請求項１に記載の水槽付き家具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水栓装置が取り付けられる水槽付き家具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　洗面化粧台等、手洗いや水汲みに使用する水を水槽で受ける水槽付き家具では、その水
槽に近接して設けられる立壁に水栓装置を取り付ける構造が広く採用されている。
【０００３】
　下記特許文献１には、洗面化粧台において水槽（ボール２）の奥側に立壁（壁面３）が
設けられ、その立壁の背面側に給水管を配設する構造が開示されている。給水管の水槽側
の端部は、立壁に形成された貫通孔（取付開口９）を挿通して前面側に引き出され、水栓
本体と接続される。この水栓本体は、取付金具等を介して立壁部の前面に取り付けられる
。これにより、水栓本体と給水管との接続作業と、水栓本体の立壁部への取付作業を、立
壁の前面側のみで行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－１４４０８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　洗面化粧台等の水槽付き家具は、一般的に、その背面が建築壁に当接するよう設置され
る。したがって、水槽とその奥側に立設する立壁とを有する洗面化粧台を、その背面が建
築壁に当接するように配置した場合、給水管は、洗面化粧台の立壁と建築壁との間に形成
される隙間に配設されることになる。
【０００６】
　建築壁と立壁との距離を短くし、洗面化粧台をコンパクトに構成するためには、上記隙
間を小さく構成することが好ましい。しかしながら、上記隙間を小さくすると、洗面化粧
台の背面を建築壁に当接するよう設置した後では、その小さな隙間で給水管を取り回さな
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ければならなくなる。したがって、特許文献１のように、給水管の端部を立壁の貫通孔か
ら前面側に引き出す作業も大変困難なものとなる。特に、いわゆる１次圧が加わる給水管
は、安全面の要求から高圧に耐え得る耐圧ホースが採用されることが多く、取り回しに十
分な可撓性を確保することが難しいものである。このように可撓性に乏しい耐圧ホースの
端部を貫通孔から前面側に引き出そうとすると、その作業は一層困難となる。
【０００７】
　給水管の配設作業を容易にする方法として、洗面化粧台を建築壁に当接させて設置する
前に、予め洗面化粧台の立壁の背面側に給水管を配設しておくことが考えられる。洗面化
粧台を設置する前に、十分な作業スペースにおいて給水管の配設作業を行っておくためで
ある。
【０００８】
　しかしながら、法規上、水道配管からの給水が可能となるよう給水管の配設作業を行え
るのは、所定の資格を有する者（水道工事有資格者）に限られる。洗面化粧台の商流が水
道工事有資格者を経由しない場合もあり、洗面化粧台を設置する設置業者（水道工事無資
格者）と、給水管を配設する配設業者（水道工事有資格者）が異なる場合が多々ある。こ
のような場合には、まず設置業者が洗面化粧台を現場に搬入し、一旦洗面化粧台を建築壁
に当接させた上で固定する。その固定作業とは別のタイミングで、配設業者が洗面化粧台
を建築壁に固定しているネジを取り外し、洗面化粧台を建築壁から引き離した上で給水管
の配設作業を行い、その後、洗面化粧台を建築壁に当接させて再固定しなければならない
。
【０００９】
　上記のような煩雑な作業を回避するために、先に設置業者が建築壁に当接させて設置し
ておいた洗面化粧台を移動させることなく、前面側から立壁部の貫通孔に給水管を挿入す
ることで、給水管を立壁部と建築壁の間の隙間に配設する方法が考えられる。しかしなが
ら、かかる方法では、挿入された給水管が建築壁と干渉し、建築壁を損傷してしまうとい
うおそれがあった。つまり、上記のように給水管に耐圧ホースを採用した場合、可撓性に
乏しい耐圧ホースがその端部から貫通孔に挿入されると、その端部が建築壁と強く干渉し
、建築壁を削ってしまうおそれがある。
【００１０】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、洗面化粧台といっ
た水槽付き家具が建築壁に固定されたままの状態であっても、建築壁を損傷させることな
く、容易に水栓装置を取り付けることができる水槽付き家具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明に係る水槽付き家具は、背面が建築壁と隙間を空け
て対向するよう立設される立壁と、前記立壁の前面側に設けられ水を受ける水槽とを有し
、前記建築壁に対し直接又は間接的に取り付けられるカウンターと、前記立壁に取り付け
られる水栓装置と、を備える水槽付き家具であって、前記水栓装置は、水を供給する給水
配管と、湯を供給する給湯配管と、前記給水配管及び給湯配管が接続され供給される湯と
水を混合する湯水混合栓と、を有し、前記給水配管及び給湯配管は、その少なくとも一方
が耐圧ホースであり、前記湯水混合栓が前記立壁の前面側に配設される一方、前記給水配
管及び給湯配管は前記立壁に形成された貫通孔に前面側から挿入されて前記立壁の背面側
に配設され、前記給水配管及び給湯配管を前記貫通孔に挿入する際に、前記給水配管及び
給湯配管のそれぞれの端部が前記建築壁に干渉することを抑制しつつ、前記端部を下方に
案内する配管挿入促進手段を備えたことを特徴としている。
【００１２】
　本発明に係る水槽付き家具は、給水配管及び給湯配管を前面側から貫通孔に挿入しても
、それぞれの端部と建築壁との干渉は、配管挿入促進手段によって抑制される。また、こ
の配管挿入促進手段は、挿入された給水配管及び給湯配管の端部を下方に案内する。した
がって、給水配管及び給湯配管の少なくとも一方が可撓性に乏しい耐圧ホースであっても
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、それぞれの端部によって建築壁を損傷させることなく立壁の背面側に配設し、水栓装置
を立壁の前面側から容易に取り付けることができる。このため、水槽付き家具を設置する
設置業者と、給水配管及び給湯配管を配設する配設業者が異なる場合であっても、設置業
者が水槽付き家具を設置した後に、配設業者がその水槽付き家具を移動させることなく配
設作業を行うことが可能となる。
【００１３】
　また、公知の技術のように、給水配管及び給湯配管のそれぞれの端部を立壁の背面側か
ら前面側に引き出すという困難な作業を必要としないほか、端部と湯水混合栓との接続を
設置現場で行う必要もないため、水栓装置の取り付け作業が容易となる。
【００１４】
　また本発明に係る水槽付き家具では、左右一対の側板と、前記一対の側板の下部の間に
設けられる底板と、前記一対の側板の前記建築壁側の側部の間に設けられる後横桟と、前
記後横桟の上方又は下方に設けられる背板とを有し、前記立壁の下方に設けられるキャビ
ネットを備え、前記配管挿入促進手段の下端は、前記後横桟及び背板のうち上方に設けら
れる一方の上端よりも下方に位置していることも好ましい。
【００１５】
　この好ましい態様では、配管案内手段の下端は、後横桟及び背板のうち上方に設けられ
るものの上端よりも下方に位置しているため、立壁の貫通孔への挿入中に給水配管や給湯
配管が垂下し、それらの端部がキャビネットの後横桟及び背板に引っ掛かることがない。
したがって、給水配管及び給湯配管の配設作業を効率良く行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、建築壁を損傷させることなく、容易に水栓装置を取り付けることがで
きる水槽付き家具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態に係る洗面化粧台の斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る洗面化粧台のカウンター及びキャビネットの断面図
である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る洗面化粧台のカウンター及びキャビネットの背面斜
視図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る洗面化粧台の配管ガイド部材の斜視図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る洗面化粧台の水栓装置挿入前の断面図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る洗面化粧台の水栓装置挿入中の断面図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る洗面化粧台のカウンター及びキャビネットの背面斜
視図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る洗面化粧台の配管ガイド部材の分解斜視図である。
【図９】本発明の第３実施形態に係る洗面化粧台のカウンター及びキャビネットの断面図
である。
【図１０】本発明の第４実施形態に係る洗面化粧台のカウンター及びキャビネットの断面
図である。
【図１１】本発明の第５実施形態に係る洗面化粧台のカウンター及びキャビネットの断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。理解を容易にす
るため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付し、重複す
る説明は省略する。
【００１９】
　まず、図１乃至図４を参照して、本発明の第１実施形態に係る洗面化粧台の構成を説明
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する。図１は、本発明の第１実施形態に係る洗面化粧台の斜視図であり、図２は、本発明
の第１実施形態に係る洗面化粧台のカウンター及びキャビネットの断面図であり、図３は
、本発明の第１実施形態に係る洗面化粧台のカウンター及びキャビネットの背面斜視図で
あり、図４は、本発明の第１実施形態に係る洗面化粧台の配管ガイド部材の斜視図である
。
【００２０】
　図１に示すように、洗面化粧台１は、洗面室床Ｆに載置されるとともに、その背面を洗
面室壁Ｗに当接させて設置されている。洗面化粧台１は、カウンター１０と、化粧鏡ユニ
ット２０と、キャビネット３０と、水栓装置４０を備えている。
【００２１】
　カウンター１０は、その背面が洗面室壁Ｗに直接又は固定のための金具等やキャビネッ
ト３０を介して間接的に取り付けられており、略垂直な前面を有する立壁１１と、その立
壁１１の前面側に設けられる水槽１２を有する。立壁１１と水槽１２は、樹脂材料で一体
的に形成されている。水槽１２は椀状に形成され、その内部で水を受けるとともに、その
水を貯留することも可能である。図２に示すように、水槽１２の下面には、受けた水を下
方に排出するための排水口１３が形成されており、排出された水は、この排水口１３に接
続される排水管（図示せず）によって下水管側に導かれる。
【００２２】
　化粧鏡ユニット２０は箱状に形成され、内部に歯ブラシ等を収納可能である。図１に示
すように、化粧鏡ユニット２０は立壁１１上に配置されるとともに、背面が洗面室壁Ｗに
対し直接又は間接的に取り付けられている。また、その前面には、使用者の姿を映す化粧
鏡２１が取り付けられており、その上部には、前方に投光する照明２２を備えている。
【００２３】
　キャビネット３０は、カウンター１０の下方に配置されており、左右一対の側板３１Ｌ
、３１Ｒと、前面を構成する扉３２を備えている。また、図２に示すように、側板３１Ｌ
、３１Ｒの下部の間に、それぞれを連結するように底板３３が設けられる。また、図２及
び図３に示すように、側板３１Ｌ、３１Ｒの洗面室壁Ｗ側の側部の間には、それぞれを連
結するように後横桟３４が設けられている。これら側板３１Ｌ、３１Ｒ、扉３２、底板３
３、後横桟３４により、キャビネット３０は内部に収納空間３５を形成する箱状を呈して
いる。洗面化粧台１の使用者は、扉３２を開閉することで、前方から収納空間３５にアプ
ローチし、収納や取り出しを行うことができる。さらに、一対の側板３１Ｌ、３１Ｒの間
であって、後横桟３４の下方且つ前方には、後横桟３４よりも厚みが小さい背板３６が設
けられており、使用者が扉３２を開けた際に、収納空間３５を介して洗面室壁Ｗが見えな
いよう覆っている。
【００２４】
　図２に示すように、水栓装置４０は、湯水混合栓４１と、この湯水混合栓４１に接続さ
れる給水配管４２ｃ、給湯配管４２ｈ、フレキシブルホース４２ｆと、フレキシブルホー
ス４２ｆに接続される吐水部４５を備えている（図２では、給水配管４２ｃと給湯配管４
２ｈは紙面垂直方向に重合しているため、手前側の給水配管４２ｃのみが表示されている
）。
【００２５】
　給水配管４２ｃ及び給湯配管４２ｈは、いずれも耐圧性の高い耐圧ホースであり、それ
ぞれ上方側の端部で金属製のエルボ４３ｃ、４３ｈを介して湯水混合栓４１と接続され、
下方に伸びている。給水配管４２ｃ及び給湯配管４２ｈのそれぞれの下方側の端部には、
袋ナット４４ｃ、４４ｈがそれぞれ設けられている。給水配管４２ｃは、この袋ナット４
４ｃによって、キャビネット３０の収納空間３５に設けられる止水栓３７と通水可能に接
続される。また、給湯配管４２ｈは、その袋ナット４４ｈが収納空間３５に配置される給
湯機（図示せず）に接続され、湯の供給を受けるように接続される。
【００２６】
　湯水混合栓４１は、給水配管４２ｃと給湯配管４２ｈから供給される湯と水を、その内
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部に流入させて混合する。後述するように、湯水混合栓４１は、カウンター１０の立壁１
１に形成される貫通孔１４にその一部が挿入され、立壁１１の前面側に配設されている。
湯水混合栓４１の前方側には、レバー状のハンドル４６が設けられている。使用者は、こ
のハンドル４６を操作することにより、湯水混合栓４１に流入する湯と水の比率の変更と
、混合した湯水のフレキシブルホース４２ｆへの供給又は停止と、供給するその湯水の流
量の変更を行うことが可能である。
【００２７】
　吐水部４５は、カウンター１０の立壁１１の前面側に着脱自在であり、使用者は吐水部
４５を立壁１１から取外すことで、所望の位置で湯水の吐出を行わせることができる。吐
水部４５には、貫通孔１４とは別に立壁１１に形成されている開口（図示せず）を介して
、立壁１１の背面側に配設されているフレキシブルホース４２ｆと接続されている。吐水
部４５は、フレキシブルホース４２ｆから供給される湯水を、シャワー、整流など、種々
の形態で吐出することができる。
【００２８】
　フレキシブルホース４２ｆは給水配管４２ｃや給湯配管４２ｈに比べて可撓性が高いホ
ースであり、吐水部４５が立壁１１に取り付けられた状態では、その大部分が立壁１１の
背面側に配設される。一方、図３に示す矢印Ｐのように、吐水部４５が立壁１１から取り
外されると、それに伴って立壁１１に形成されている開口（図示せず）から前面側に引き
出される。湯水混合栓４１で混合された湯水は、このフレキシブルホース４２ｆを介して
吐水部４５に供給される。
【００２９】
　図３に示すように、カウンター１０の立壁１１の背面側には、配管ガイド部材５０と、
ホースカバー６０が取り付けられている。
【００３０】
　図４に示すように、配管ガイド部材５０は、給水配管４２ｃ、給湯配管４２ｈ、フレキ
シブルホース４２ｆの背面を覆う板状の背面部５１を有する。背面部５１の左右両端部は
立壁１１側に折り返され、側面部５２Ｌ、５２Ｒが形成されている。側面部５２Ｌには、
その下部を切欠いた切欠き５９が形成されている。また、図２に示すように、背面部５１
は、上方から下方にかけて前方側に傾斜するよう形成されており、この背面部５１と側面
部５２Ｒの下端５０Ｂは、キャビネット３０の後横桟３４の上端３４Ｔよりも下方に位置
している。
【００３１】
　さらに、配管ガイド部材５０は、図４に示すように、背面部５１、側面部５２Ｌ、５２
Ｒの上端から上方に伸びる傾斜部５３を一体的に有する。傾斜部５３はその断面が円弧状
の内面を有しており、上方から下方に向けて連続的に傾斜している。
【００３２】
　傾斜部５３の前面には取付金具５４が固定されている。取付金具５４には、その前面側
と背面側を貫通するように開口５５が形成されている。さらに、取付金具５４の前面であ
って開口５５の周囲には、前方に突出する係合爪５６と、ネジ孔５７がいずれも複数形成
されている。
【００３３】
　このように構成された配管ガイド部材５０は、係合爪５６が立壁１１の背面側から貫通
孔１４内に挿入され、その周縁に係合することで、図２に示すように貫通孔１４と開口５
５が正面視で重なるよう配置される。また、ネジ孔５７に螺入するネジ５８によって、貫
通孔１４を介して湯水混合栓４１と締結され、立壁１１の背面側に取り付けられる。これ
により、洗面化粧台１の背面を洗面室壁Ｗに当接させて設置した状態では、配管ガイド部
材５０は貫通孔１４と洗面室壁Ｗの間に配設される。この配管ガイド部材５０が、配管挿
入促進手段となる。
【００３４】
　図３に示すように、ホースカバー６０は配管ガイド部材５０の側方で立壁１１の背面側
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に取り付けられ、フレキシブルホース４２ｆのうち、配管ガイド部材５０から外部に出て
いる部位の背面を覆っている。また、図３に示すように、ホースカバー６０は当該部位の
左側面も覆っているが、配管ガイド部材５０と対向する右側面は開放されている。フレキ
シブルホース４２ｆは、配管ガイド部材５０の切欠き５９と、この開放部分を介して、湯
水混合栓４１から吐水部４５まで伸びている。
【００３５】
　次に、図２、３に加えて図５及び図６を参照して、水栓装置の立壁への取り付け工程に
ついて説明する。図５は、本発明の第１実施形態に係る洗面化粧台の水栓装置挿入前の断
面図であり、図６は、本発明の第１実施形態に係る洗面化粧台の水栓装置挿入中の断面図
である。いずれも上方の化粧鏡ユニットを省略して図示している。
【００３６】
　＜第１の工程＞
　まず、図３に示すように、カウンター１０の立壁１１の背面側に、配管ガイド部材５０
とホースカバー６０を取り付ける。これらの取り付けは、洗面化粧台１を設置する業者が
、設置現場において十分な作業スペースが確保された状態で行ってもよいし、洗面化粧台
１の工場出荷時から予め取り付けておいてもよい。
【００３７】
　＜第２の工程＞
　次に、立壁１１に配管ガイド部材５０が取り付けられた状態の洗面化粧台１を移動させ
、その背面を洗面室壁Ｗに当接させて設置する。これにより、配管ガイド部材５０は立壁
１１の貫通孔１４と洗面室壁Ｗとの間に配設される。
【００３８】
　＜第３の工程＞
　次に、図５に示すように、水栓装置４０の給水配管４２ｃ、給湯配管４２ｈ、フレキシ
ブルホース４２ｆを、それらの端部に設けられた袋ナット４４ｃ、４４ｈ、４４ｆから押
し込むようにして貫通孔１４に挿入する。給水配管４２ｃ及び給湯配管４２ｈは可撓性に
乏しい耐圧ホースであるから、それらの一部のみを曲げて貫通孔１４に挿入することは難
しい。したがって、挿入の際には、水栓装置４０全体を前方に傾斜させ、給水配管４２ｃ
及び給湯配管４２ｈが伸びる方向に沿う、斜め下方の矢印Ｉの向きに押し込んでいく。
【００３９】
　貫通孔１４を通過した袋ナット４４ｃ、４４ｈ、４４ｆは、さらに給水配管４２ｃ等を
押し込むと、次に、正面視で貫通孔１４と重合配置されている取付金具５４の開口５５を
通過し、配管ガイド部材５０と立壁１１の背面側とで形成される空間に進入する。そして
、配管ガイド部材５０の傾斜部５３に当接する。
【００４０】
　袋ナット４４ｃ、４４ｈ、４４ｆが傾斜部５３に当接している状態で、さらに水栓装置
４０を矢印Ｉの向きに押し込んでいくと、袋ナット４４ｃ、４４ｈ、４４ｆは傾斜部５３
の円弧状の内面に沿ってその進行方向を下方へと変える。これにより、貫通孔１４から配
管ガイド部材５０内に挿入される給水配管４２ｃ等も、図６のように緩やかに曲がって下
方へ誘導され、立壁１１と洗面室壁Ｗとの間に進入していく。湯水混合栓４１に接続され
ている金属製のエルボ４３ｃ、４３ｈ、４３ｆが開口５５内に挿入し始めたら、それまで
前方に傾斜させていた湯水混合栓４１を、エルボ４３ｃ等の曲がりに応じて徐々に起立さ
せながら、さらに水栓装置４０を押し込んでいく。
【００４１】
　起立させた湯水混合栓４１に設けられているフランジ部４１ａが、立壁１１の貫通孔１
４の周縁に当接するまで水栓装置４０を押し込んだら、フランジ部４１ａと配管ガイド部
材５０の取付金具５４をネジ５８で締結して（図２参照）、水栓装置４０の立壁１１への
取り付けは完了である。この時、袋ナット４４ｃ、４４ｈ、４４ｆは、配管ガイド部材５
０の下端を通過して、キャビネット３０の収納空間３５に位置している。
【００４２】
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　次に、キャビネット３０の収納空間３５に垂下している給水配管４２ｃと止水栓３７を
接続する。また、給湯配管４２ｈと給湯機（図示せず）を接続する。具体的には、給水配
管４２ｃの端部の袋ナット４４ｃと、止水栓３７の上端部に設けられている雄ネジ部３８
を螺合することによって、止水栓３７と給水配管４２ｃが給水可能に接続される。また、
収納空間３５に配置される給湯機の湯の出口と、給湯配管４２ｈの端部の袋ナット４４ｈ
を接続することにより、給湯可能に接続される。
【００４３】
　さらに、フレキシブルホース４２ｆの端部の袋ナット４４ｆを、吐水部４５側のフレキ
シブルホース４２ｆの端部に接続する。すなわち、フレキシブルホース４２ｆは、湯水混
合栓４１に接続された部分と、吐水部４５に接続された部分に分割されたものを、キャビ
ネット３０の収納空間３５の中で接続するものである。このようにしてフレキシブルホー
ス４２ｆを中間位置で接続することで、水栓装置４０の取り付け工程は完了となる。
【００４４】
　以上のような水栓装置４０の取り付け工程において、給水配管４２ｃ等の端部の袋ナッ
ト４４ｃ、４４ｈ、４４ｆと洗面室壁Ｗとの干渉は、配管ガイド部材５０によって抑制さ
れる。また、この配管ガイド部材５０は、袋ナット４４ｃ、４４ｈ、４４ｆを下方に誘導
するよう構成されている。したがって、給水配管４２ｃ、給湯配管４２ｈが可撓性に乏し
い耐圧ホースであっても、それぞれの端部に設けられた袋ナット４４ｃ、４４ｈによって
、洗面室壁Ｗを損傷させることなく立壁１１の背面側に配設し、水栓装置４０を立壁の前
面側から容易に取り付けることができる。このため、洗面化粧台１を設置する設置業者と
、給水配管４２ｃ及び給湯配管４２ｈを配設する配設業者が異なる場合であっても、設置
業者が洗面化粧台１を設置した後に、配設業者がその洗面化粧台１を移動させることなく
配設作業を行うことが可能となる。また、配管ガイド部材５０は、給水配管４２ｃ、給湯
配管４２ｈに対して洗面室壁Ｗの表面をガードすることになるので、給水配管４２ｃ、給
湯配管４２ｈの端部が建築壁に引っ掛かることなく下方に誘導することが可能となる。
【００４５】
　また、配管ガイド部材５０の背面部５１と側面部５２Ｒの下端５０Ｂは、キャビネット
３０の後横桟３４の上端３４Ｔよりも下方に位置しているため、立壁１１の貫通孔１４へ
の挿入中に、給水配管４２ｃや給湯配管４２ｈが垂下し、それらの端部の袋ナット４４ｃ
、４４ｈ、４４ｆがキャビネット３０の後横桟３４の上端３４Ｔに引っ掛かることがない
。したがって、給水配管４２ｃ及び給湯配管４２ｈの配設作業を効率良く行うことが可能
となる。
【００４６】
　尚、本実施形態では、後横桟３４が背板３６の上方に設けられていることから、配管ガ
イド部材５０の背面部５１と側面部５２Ｒの下端５０Ｂを、キャビネット３０の後横桟３
４の上端３４Ｔよりも下方に位置させている。しかし、後横桟３４と背板３６は、上下の
配置がこれと逆になってもキャビネット３０を構成することが可能であり、背板３６が後
横桟３４の上方に設けられている場合は、配管ガイド部材５０の背面部５１の下端を背板
３６の上端よりも下方に位置させれば、同様の効果を奏することができる。
【００４７】
　また、上述したように、吐水部４５が立壁１１から取り外されると、それに伴ってフレ
キシブルホース４２ｆが立壁１１の前面側に引き出される。配管ガイド部材５０は、この
フレキシブルホース４２ｆの引き出しを阻害しないよう配慮された構成となっている。
【００４８】
　水栓装置４０の取り付けを終えた状態では、図３に示すように、フレキシブルホース４
２ｆは配管ガイド部材５０とホースカバー６０の間で垂下した状態となっている。フレキ
シブルホース４２ｆが立壁１１の前面側に引き出されると、垂下していたフレキシブルホ
ース４２ｆは矢印Ｕのように上方に引き上げられて移動する。しかし、配管ガイド部材５
０には、その側面部５２Ｌの下部に切欠き５９が形成されているため、配管ガイド部材５
０と側面部５２Ｌが干渉することがなく、フレキシブルホース４２ｆの移動軌跡が確保さ
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れている。したがって、配管ガイド部材５０が大型となっても、フレキシブルホース４２
ｆの引き出しが阻害されることがなく、円滑に引き出して使用することができる
【００４９】
　次に、図７及び図８を参照して、本発明の第２実施形態に係る洗面化粧台を説明する。
図７は、本発明の第２実施形態に係る洗面化粧台のカウンター及びキャビネットの背面斜
視図であり、図８は、本発明の第２実施形態に係る洗面化粧台の配管ガイド部材の分解斜
視図である。
【００５０】
　本発明の第２実施形態に係る洗面化粧台１ａは、配管ガイド部材及びホースカバーの構
成のみ第１実施形態と異なっており、他の構成については共通している。このため、以下
の説明においては当該異なる部分についてのみ説明することとし、共通の構成については
説明を省略する。
【００５１】
　本発明の第２実施形態に係る洗面化粧台１ａでは、カウンター１０の立壁１１の背面側
には、共通カバー７０と、その上方に設けられる上部カバー８０Ｌ、８０Ｒが取り付けら
れている。この共通カバー７０及び上部カバー８０Ｒが、配管挿入促進手段となる。
【００５２】
　共通カバー７０は、給水配管４２ｃ、給湯配管４２ｈ、フレキシブルホース４２ｆ（い
ずれも図７、図８には図示せず）の背面を覆う板状の背面部７１を有する。背面部７１の
左右両端部は立壁１１側に折り返され、側面部７２Ｌ、７２Ｒが形成されている。これら
背面部７１、側面部７２Ｌ、７２Ｒが立壁１１の背面との間に形成する一つの空間に、給
水配管４２ｃ、給湯配管４２ｈ、フレキシブルホース４２ｆを収容する。
【００５３】
　上部カバー８０Ｌ、８０Ｒは、それぞれ立壁１１の開口５５と貫通孔１４（いずれも図
７、図８には図示せず）を背面側から覆うよう取り付けられている。特に、貫通孔１４を
覆う上部カバー８０Ｒの上面には、断面が円弧状の傾斜部８３が形成されており、第１実
施形態の配管ガイド部材５０に設けられている傾斜部５３同様、貫通孔１４から給水配管
４２ｃ等が挿入される際、それらの端部に設けられる袋ナット４４ｃ等を、その内面に沿
わせて下方へと誘導する機能を備えている。上部カバー８０Ｌ、８０Ｒは、それぞれ背面
に突起８１Ｌ、８１Ｒを有しており、共通カバー７０の上端部に形成されている孔７３Ｌ
、７３Ｒに進入して係合することにより、共通カバー７０を吊り下げて固定している。
【００５４】
　このような共通カバー７０を用いることにより、第１実施形態の切欠き５９のような構
成を必要としないほか、フレキシブルホース４２ｆの引き出しをさらに円滑に行うことが
可能となる。
【００５５】
　次に、図９を参照して、本発明の第３実施形態に係る洗面化粧台を説明する。図９は、
本発明の第３実施形態に係る洗面化粧台のカウンター及びキャビネットの背面斜視図であ
る。
【００５６】
　本発明の第３実施形態に係る洗面化粧台１ｂは、配管ガイド部材の構成のみ第１実施形
態と異なっており、他の構成については共通している。このため、以下の説明においては
当該異なる部分についてのみ説明することとし、共通の構成については説明を省略する。
【００５７】
　本発明の第３実施形態に係る洗面化粧台１ｂでは、キャビネット３０の後横桟３４に、
カウンター１０の立壁１１の背面側の洗面室壁Ｗを覆うカバー９０が取り付けられている
。このカバー９０が、配管挿入促進手段となる。
【００５８】
　カバー９０は、給水配管４２ｃ、給湯配管４２ｈ、フレキシブルホース４２ｆの背面を
覆う板状の背面部９１を有する。背面部９１の左右両端部は立壁１１側に折り返され、側
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面部９２Ｒ、９２Ｌが形成されている。これら背面部９１、側面部９２Ｒ、９２Ｌが立壁
１１の背面との間に形成する一つの空間に、給水配管４２ｃ、給湯配管４２ｈ、フレキシ
ブルホース４２ｆを収容する。
【００５９】
　カバー９０は、立壁１１の開口５５と貫通孔１４を背面側から覆うよう取り付けられて
いる。また、背面部９１は、上方から下方にかけて前方側に傾斜するよう形成されており
、この背面部９１と側面部９２Ｒの下端９０Ｂは、キャビネット３０の後横桟３４の上端
３４Ｔよりも下方に位置している。
【００６０】
　このように構成されたカバー９０は、その下端９０Ｂがキャビネットの後横桟３４に、
正面からネジで固定されている。
【００６１】
　このようなカバー９０を用いることにより、第１実施形態の配管ガイド部材の形状を簡
素化することが可能となるほか、洗面化粧台１ｂへのカバー９０の取付構造を簡素にする
ことが可能となる。
【００６２】
　次に、図１０を参照して、本発明の第４実施形態に係る洗面化粧台を説明する。図１０
は、本発明の第４実施形態に係る洗面化粧台のカウンター及びキャビネットの背面斜視図
である。
【００６３】
　本発明の第４実施形態に係る洗面化粧台１ｃは、配管ガイド部材の構成のみ第１実施形
態と異なっており、他の構成については共通している。このため、以下の説明においては
当該異なる部分についてのみ説明することとし、共通の構成については説明を省略する。
【００６４】
　本発明の第４実施形態に係る洗面化粧台１ｃでは、カウンター１０の立壁１１の背面側
には、覆い蓋１００が取り付けられている。この覆い蓋１００が、配管挿入促進手段とな
る。
【００６５】
　覆い蓋１００は、給水配管４２ｃ、給湯配管４２ｈ、フレキシブルホース４２ｆの背面
を覆う平板である。覆い蓋１００の左右両端部は立壁１１の左右端部の後端部に接続され
ている。この覆い蓋１００が立壁１１の背面との間に形成する一つの空間に、給水配管４
２ｃ、給湯配管４２ｈ、フレキシブルホース４２ｆを収容する。
【００６６】
　覆い蓋１００は、立壁１１の背後の空間を、空間の上端部から後横桟３４に至るまで塞
いでいる。このため、覆う蓋１００は、立壁１１の開口５５と貫通孔１４を背面側から覆
っている。
【００６７】
　このような覆い蓋１００を用いることにより、第１実施形態の配管ガイド部材の形状を
簡素化することが可能となるほか、洗面化粧台１ｃへのカバー１００の取付構造を簡素に
することが可能となる。
【００６８】
　次に、図１１を参照して、本発明の第５実施形態に係る洗面化粧台を説明する。図１１
は、本発明の第５実施形態に係る洗面化粧台のカウンター及びキャビネットの背面斜視図
である。
【００６９】
　本発明の第５実施形態に係る洗面化粧台１ｄは、配管ガイド部材の構成のみ第１実施形
態と異なっており、他の構成については共通している。このため、以下の説明においては
当該異なる部分についてのみ説明することとし、共通の構成については説明を省略する。
【００７０】
　本発明の第５実施形態に係る洗面化粧台１ｄでは、カウンター１０の立壁１１の背面側
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となる洗面室壁Ｗに、洗面室壁Ｗの表面を覆うカバー１１０がネジ１１１によって取り付
けられている。
【００７１】
　カバー１１０は、板状の平板である。このカバー１１０が立壁１１の背面との間に形成
する一つの空間に、給水配管４２ｃ、給湯配管４２ｈ、フレキシブルホース４２ｆを収容
する。なお、カバー１１０の左右両端部は、立壁１１側に折り返され、側面部が形成され
てもよい。
【００７２】
　このようなカバー１１０を用いることにより、配管ガイド部材の形状を簡素化すること
が可能となる。
【００７３】
　以上、洗面化粧台１、１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄといった具体例を参照しつつ、本発明に
係る水槽付き家具の実施の形態について説明した。
　しかし、これら具体例に、当業者が適宜設計変更を加えたものも、本発明の特徴を備え
ている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、前述した各具体例が備える各要素およ
びその配置、材料、条件、形状、サイズなどは、例示したものに限定されるわけではなく
適宜変更することができる。また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可
能な限りにおいて組み合わせることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を
含む限り本発明の範囲に包含される。
【符号の説明】
【００７４】
　１、１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ：洗面化粧台
　１０：カウンター
　１２：水槽
　１４：貫通孔
　３０：キャビネット
　３１Ｌ、３１Ｒ：側板
　３３：底板
　３４：後横桟
　３５：収納空間
　３６：背板
　４０：水栓装置
　４１：湯水混合栓
　４２ｃ：給水配管
　４２ｈ：給湯配管
　４２ｆ：フレキシブルホース
　４５：吐水部
　５０：配管ガイド部材（配管挿入促進手段）
　７０：共通カバー（配管挿入促進手段）
　８０：上部カバー（配管挿入促進手段）
　９０：カバー（配管挿入促進手段）
　１００：覆い蓋（配管挿入促進手段）
　１１０：カバー（配管挿入促進手段）
　Ｗ：洗面室壁（建築壁）
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